
鑑  57  号  

令和 2 年 8 月 28 日 

 

会 員 各 位 

 

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 

会 長  吉 村 真 行 

  （ 職 印 省 略 ） 

 

国土交通省からの通知に対する対応について 

～鑑定評価モニタリングにかかる立入検査の検査結果（改善を要する事項）～ 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 

この度、国土交通省土地・建設産業局地価調査課長より当職に宛て、令和 2 年 3

月 26 日付「不動産鑑定評価等の適正な実施について」（国土鑑第 211 号）が発出さ

れました。 

本会では本通知を踏まえ、適切な改善方策について検討を行い、取りまとめた結

果を令和 2 年 8 月 27 日付で「不動産鑑定評価等の適正な実施に係る対応策」（別添）

として国土交通省不動産・建設経済局地価調査課長に報告を行いました。 

会員各位におかれましては、通知文書別添「令和元年度立入検査結果を踏まえた

改善を要する内容」に掲げられた不動産鑑定士及び不動産鑑定業者において改善す

べき事項につきまして、厳守・励行を強くお願い申しあげます。 

なお、本鑑定評価モニタリングにて行政指導（厳重注意若しくは助言）を受けた

会員は、「倫理規程」第 8 条第 3 項の規定に基づき、その旨を本会に報告しなけれ

ばなりません。当該行政指導を受けられた会員各位におかれましては、倫理規程に

基づく本会への報告をお願い申しあげます。 

謹 白 
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鑑 56 号  

令和 2 年 8 月 27 日 

国土交通省 

不動産・建設経済局地価調査課長 殿 

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 

会 長  吉 村 真 行 

不動産の鑑定評価等の適正な実施に係る対応策 

 令和 2 年 3 月 27 日付け「不動産鑑定評価の適正な実施について」にて通知いただきまし

た「令和元年度立入検査結果を踏まえた改善を要する内容」につきまして、本会が下記の対

応を行うことをご報告申しあげます。 

記 

1. 鑑定評価モニタリング結果の周知徹底

⑴ 別添「令和元年度立入検査結果を踏まえた改善を要する内容」（以下「改善内容」と

いう。）について、本会ホームページ（会員専用）において、速やかに全会員に周知す

る。 

⑵ 改善内容のうち、特に重要な指摘事項を抽出し、留意点・対応策等について、上記⑴

に併せ、同様に全会員に周知する。 

2. 研修の実施

不動産鑑定士に対して、改善内容の解説を目的とした研修を JAREA-e 研修（e ラーニン

グ）において実施する。 

なお、改善内容において指摘された問題点については、より深い理解が得られるように、

地価調査課の協力を得ながら、研修プログラムの作成を行うこととする。 

kohoPC01
新規スタンプ



2 

 

3. チェックシートの作成 

毎年繰り返し指摘される事項も存することから、過去の指摘事項を網羅した業務チェッ

クシート、鑑定業者で行う報告書審査のための報告書チェックシートを整備し、公表する。 

 

4. 鑑定評価品質管理委員会等によるモニタリングの実施 

昨年度新設した鑑定評価品質管理委員会によるモニタリングを実施するとともに、必要

に応じて会員に対する助言を行う。 

 

5. 倫理規程の周知・関係規定の整備 

国土交通省が行うモニタリングにおいて行政指導を受けた会員を対象に、継続して本会

からモニタリングを実施するため、行政指導があった事実の本会への報告義務の周知等を

行う。 

以 上 
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